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(57)【要約】
【課題】タンク本体部の底部近傍を絞らない形状であっ
ても、連通管の下端開口が冷却水の液面から露出し難い
ようにして、タンク本体部の容積の無駄をなくす。
【解決手段】ラジエータと連通管２４を介して接続され
ているタンク本体部３００を備えており、連通管２４が
タンク本体部３００の上部から底部近傍まで挿入されて
いるリザーブタンクであって、タンク本体部３００内の
底面Ｂｆには、立壁３４１で囲われて、連通管２４の下
部が挿入される水溜り部Ｔが形成されており、タンク本
体部３００の底面ｂｆにおける水溜り部Ｔ内と水溜り部
Ｔ外とが、立壁３４１を跨ぐ通路によって連通しており
、通路の一方の開口３５１ｈが水溜り部Ｔ内の底面Ｂｆ
の位置に設けられており、通路の他方の開口３５３ｈが
水溜り部Ｔ外の底面Ｂｆの位置に設けられている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラジエータと連通管を介して接続されているタンク本体部を備えており、前記連通管が
前記タンク本体部の上部から底部近傍まで挿入されているリザーブタンクであって、
　前記タンク本体部内の底面には、立壁で囲われて、前記連通管の下部が挿入される水溜
り部が形成されており、
　前記タンク本体部の底面における前記水溜り部内と前記水溜り部外とが、前記立壁を跨
ぐ通路によって連通しており、
　前記通路の一方の開口が前記水溜り部内の底面の位置に設けられており、前記通路の他
方の開口が前記水溜り部外の底面の位置に設けられているリザーブタンク。
【請求項２】
　請求項１に記載のリザーブタンクであって、
　前記タンク本体部における前記水溜り部内の底面と前記水溜り部外の底面とが等しい高
さに設定されているリザーブタンク。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２のいずれかに記載のリザーブタンクであって、
　前記通路は、前記タンク本体部の冷却水の下限レベル線よりも低い位置に設けられてい
るリザーブタンク。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のリザーブタンクであって、
　前記通路は、前記立壁を跨ぎ、一端側が前記水溜り部内の底面近傍まで延び、他端側が
前記水溜り部外の底面近傍まで延びる通路壁を備えているリザーブタンク。
【請求項５】
　請求項４に記載のリザーブタンクであって、
　前記タンク本体部を構成する第１のタンク片と第２のタンク片とを備えており、
　前記第１のタンク片の内壁面には、前記通路壁の一方を構成する第１通路壁片と、前記
立壁の一方を構成する第１立壁片とを備えており、
　前記第２のタンク片の内壁面には、前記通路壁の他方を構成する第２通路壁片と、前記
立壁の他方を構成する第２立壁片とを備えており、
　前記第１のタンク片の縁部と前記第２のタンク片の縁部とが接合されることで前記タン
ク本体部が形成され、前記第１通路壁片と前記第２通路壁片とが接合されることで前記タ
ンク本体部内に前記通路壁が形成され、前記第１立壁片と前記第２立壁片とが接合される
ことで前記タンク本体部内に前記立壁が形成されているリザーブタンク。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラジエータから押し出された冷却水を貯留し、また貯留した冷却水を前記ラ
ジエータに戻すリザーブタンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記したリザーブタンクに関する技術が特許文献１に記載されている。特許文献１に記
載のリザーブタンク１００では、図１３に示すように、冷却水を貯留するタンク本体部１
０２の底部を絞ることで、タンク本体部１０２の底面に凹部１０２ｗを形成し、前記凹部
１０２ｗ内に連通管１０４の下部を挿入するようにしている。これにより、例えば、車両
旋回時の加速度の影響でタンク本体部１０２内の冷却水の液面が傾いても、連通管１０４
の下端開口が冷却水の液面から露出し難くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１８－７１４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、タンク本体部１０２の底部を絞って、タンク本体部１０２の底面に凹部１０２
ｗを形成する構成では、凹部１０２ｗの周囲の空間をタンク本体部１０２の容積として有
効に利用できなくなる。即ち、凹部１０２ｗの周囲の空間が無駄になるため、これを補う
ために、タンク本体部１０２の高さ寸法等を大きくする必要がある。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、本発明が解決しようとす
る課題は、タンク本体部の底部近傍を絞らない形状であっても、連通管の下端開口が冷却
水の液面から露出し難いようにして、タンク本体部の容積の無駄をなくすことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題は、各発明によって解決される。第１の発明は、ラジエータと連通管を介
して接続されているタンク本体部を備えており、前記連通管が前記タンク本体部の上部か
ら底部近傍まで挿入されているリザーブタンクであって、前記タンク本体部内の底面には
、立壁で囲われて、前記連通管の下部が挿入される水溜り部が形成されており、前記タン
ク本体部の底面における前記水溜り部内と前記水溜り部外とが、前記立壁を跨ぐ通路によ
って連通しており、前記通路の一方の開口が前記水溜り部内の底面の位置に設けられてお
り、前記通路の他方の開口が前記水溜り部外の底面の位置に設けられている。
【０００７】
　本発明によると、連通管の下部は、タンク本体部の底面の位置で立壁に囲われた水溜り
部に挿入されている。このため、例えば、車両旋回時の加速度の影響で、水溜り部内の冷
却水の液面レベルが傾いても、これに起因する水溜り部内の液面低下量は水溜り部がない
場合の液面低下量と比べて十分に小さくなる。したがって、連通管の下端開口が液面から
露出し難くなる。また、水溜り部内は、立壁を跨ぐ通路によって水溜り部外と連通してい
る。そして、前記通路の一方の開口が前記水溜り部内の底面の位置に設けられており、前
記通路の他方の開口が前記水溜り部外の底面の位置に設けられている。このため、水溜り
部内の冷却水が減少して液面が低下した場合でも、前記通路の働きで水溜り部外から水溜
り部内にサイフォン管の原理により冷却水が供給されて、水溜り部内の液面レベルと水溜
り部外の液面レベルとが等しい高さに保持される。したがって、水溜り部の周囲をタンク
本体部の容積として有効に利用できる。
【０００８】
　第２の発明によると、タンク本体部における水溜り部内の底面と前記水溜り部外の底面
とが等しい高さに設定されている。
【０００９】
　第３の発明によると、通路は、タンク本体部の冷却水の下限レベル線よりも低い位置に
設けられている。このため、通常は、タンク本体部の冷却水の液面は、前記通路よりも高
い位置にあり、連通管の下端開口が液面から露出することはない。
【００１０】
　第４の発明によると、通路は、立壁を跨ぎ、一端側が水溜り部内の底面近傍まで延び、
他端側が前記水溜り部外の底面近傍まで延びる通路壁を備えている。即ち、通路壁の一端
側と底面間が一方の開口となり、通路壁の他端側と底面間が他方の開口となる。
【００１１】
　第５の発明によると、タンク本体部を構成する第１のタンク片と第２のタンク片とを備
えており、前記第１のタンク片の内壁面には、前記通路壁の一方を構成する第１通路壁片
と、前記立壁の一方を構成する第１立壁片とを備えており、前記第２のタンク片の内壁面
には、前記通路壁の他方を構成する第２通路壁片と、前記立壁の他方を構成する第２立壁
片とを備えており、前記第１のタンク片の縁部と前記第２のタンク片の縁部とが接合され
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ることで前記タンク本体部が形成され、前記第１通路壁片と前記第２通路壁片とが接合さ
れることで前記タンク本体部内に前記通路壁が形成され、前記第１立壁片と前記第２立壁
片とが接合されることで前記タンク本体部内に前記立壁が形成されている。
【００１２】
　このように、タンク本体部を第１のタンク片と第２のタンク片とから構成することで、
タンク本体内に立壁に囲われた水溜り部と通路壁とを容易に形成できるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、タンク本体部の底部近傍を絞らない形状であっても、連通管の下端開
口が冷却水から露出しないようになり、タンク本体部の容積の無駄がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態１に係るリザーブタンクを備えるラジエータの取付け位置図で
ある。
【図２】前記リザーブタンクの取付け図である。
【図３】前記ラジエータ、及びリザーブタンクの配管接続図である。
【図４】前記リザーブタンクの正面図である。
【図５】前記リザーブタンクの平面図である。
【図６】前記リザーブタンクの側面図である。
【図７】前記リザーブタンクの左右方向の縦断面図（図５のVII-VII矢視断面図）である
。
【図８】前記タンク本体部の第１タンク片と第２タンク片とを接合させる様子を表す平断
面図（図７のVIII-VIII矢視断面図）である。
【図９】前記タンク本体部の第１タンク片と第２タンク片とを接合させる様子を表す平断
面図（図７のIX-IX矢視断面図）である。
【図１０】前記リザーブタンクの平断面図（図７のX-X矢視断面図）である。
【図１１】前記リザーブタンクのタンク本体部の第１タンク片と第２タンク片とを接合さ
せる様子を表す平断面図（図７のXI-XI矢視断面図）である。
【図１２】前記タンク本体部の第１タンク片と第２タンク片とを接合させる様子を表す前
後方向の縦断面図（図７のXII-XII矢視断面図）である。
【図１３】従来のリザーブタンクの縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　　［実施形態１］
　以下、図１から図１２に基づいて、本発明の実施形態１に係るリザーブタンクの説明を
行う。本実施形態に係るリザーブタンク３０は、ラジエータ１０に取付けられて、前記ラ
ジエータ１０から押し出された冷却水を貯留し、またその冷却水を前記ラジエータ１０に
戻せるように構成されている。ここで、図中における前後左右及び上下は、ラジエータ１
０、及びリザーブタンク３０を備える車両１の前後左右、及び上下に対応している。
【００１６】
＜ラジエータ１０の概要について＞
　ラジエータ１０は、車両１のエンジン２（図３参照）を冷却するための装置であり、図
１に示すように、車両１のエンジンルームＥＲの前部に設けられたラジエータサポート４
に取付けられている。ラジエータ１０は、図３に示すように、冷却水を流すためのラジエ
ータホース１５によってエンジン２と接続されている。
【００１７】
　ラジエータホース１５は、図３に示すように、エンジン２から流れ出た冷却水をラジエ
ータ１０に導くアッパホース１５ｕと、ラジエータ１０から流れ出た冷却水をエンジン２
に導くロアホース１５ｄとを備えている。また、アッパホース１５ｕとロアホース１５ｄ
とがバイパスホース１６によって接続されている。さらに、バイパスホース１６とロアホ
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ース１５ｄとの接続箇所には、サーモスタット１４が設けられている。サーモスタット１
４は、冷却水の温度が所定温度よりも低いときにバイパスホース１６とロアホース１５ｄ
とを連通させ、ラジエータ１０側の流路を閉鎖する。また、サーモスタット１４は、冷却
水の温度が所定温度よりも高いときにバイパスホース１６側の流路を閉鎖し、ラジエータ
１０とロアホース１５ｄとの流路を連通させる。
【００１８】
　ラジエータ１０の背面の上部中央には、図２に示すように、リザーブタンク３０が取付
けられている。また、ラジエータ１０の上端中央には、給水口（図示省略）が設けられて
おり、その給水口がラジエータキャップ１２によって塞がれている。ラジエータキャップ
１２には、図３に示すように、連通管２０の一端が接続されており、その連通管２０の他
端がリザーブタンク３０内に挿入されている。ラジエータキャップ１２には、ラジエータ
１０内の圧力が所定値以上になると開弁する加圧弁（図示省略）と、ラジエータ１０内の
圧力が負圧になると開弁する負圧弁（図示省略）とが設けられている。そして、ラジエー
タキャップ１２の加圧弁、あるいは負圧弁が開弁することで、ラジエータ１０とリザーブ
タンク３０とは連通管２０とを介して連通する。なお、図２では、連通管２０は省略され
ている。
【００１９】
　上記構成により、例えば、冷却水の温度が上昇してラジエータ１０内の圧力が所定値以
上になると、ラジエータキャップ１２の加圧弁が開弁し、ラジエータ１０から押し出され
た冷却水が連通管２０によってリザーブタンク３０に導かれる。また、冷却水の温度が低
下してラジエータ１０内の圧力が負圧になると、ラジエータキャップ１２の負圧弁が開弁
し、リザーブタンク３０に貯留されている冷却水が連通管２０によってラジエータ１０に
戻される。ここで、連通管２０は、図３等に示すように、ラジエータ１０とリザーブタン
ク３０間に配管される可撓性の連通管本体２２と、リザーブタンク３０内の上部から底部
近傍まで高さ方向に形成されるタンク内連通管２４と、前記連通管本体２２とタンク内連
通管２４とを接続する接続管２６とから構成されている。
【００２０】
＜リザーブタンク３０の概要について＞
　リザーブタンク３０は、密閉型容器であり、図４～図６に示すように、略角形の箱状に
形成されている。ここで、リザーブタンク３０は、上記したように、ラジエータ１０の背
面に取付けられているため、図において車両後側がリザーブタンク３０の表面側であり、
図において車両前側がリザーブタンク３０の裏面側である。
【００２１】
　リザーブタンク３０は、図４に示すように、タンク本体部３００と、タンク本体部３０
０の上部中央に形成された注水口３１２を塞ぐタンクキャップ３２と、タンク本体部３０
０をラジエータ１０の背面に取付けるための取付け下ピン３３、及び左右の取付けブラケ
ット３４とから構成されている。ここで、タンクキャップ３２には、タンク本体部３００
内の冷却水がオーバーフローする際に前記冷却水を逃がすためのオーバーフロー通路（図
示省略）が形成されている。
【００２２】
＜タンク本体部３００について＞
　リザーブタンク３０のタンク本体部３００は、図５、図６等に示すように、タンク本体
部３００の表側（後側）を構成する第１タンク片３１０と、前記タンク本体部３００の裏
側（前側）を構成する第２タンク片３２０とから構成されている。第１タンク片３１０と
第２タンク片３２０とは、図８～図１０等に示すように、浅い開放容器状に形成された板
状体であり、樹脂の射出成形品である。第１タンク片３１０と第２タンク片３２０とには
、周縁に接合フランジ部３１４，３２４が連続した状態で全周に亘って形成されている。
そして、第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面（図番省略）と第２タンク
片３２０の接合フランジ部３２４の接合面（図番省略）とが、前後から合わせられて互い
に接合されることで、タンク本体部３００が形成される。
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【００２３】
　また、第１タンク片３１０の上部には、図６、図７等に示すように、上記したタンク本
体部３００の注水口３１２が上向きに形成されている。また、第１タンク片３１０には、
図４に示すように、上記した取付け下ピン３３、及び左右の取付けブラケット３４が接合
フランジ部３１４から外側に突出するように形成されている。
【００２４】
＜タンク内連通管２４について＞
　第１タンク片３１０の内壁面の左右方向中央部には、図７、図９等に示すように、タン
ク内連通管２４の内壁面後部を構成する断面角形の溝部３１６がタンク本体部３００の底
部Ｂから上方に延びるように形成されている。第１タンク片３１０の溝部３１６は、図９
に示すように、前側が開放されており、その溝部３１６の開口部が接合フランジ部３１４
の接合面と同一面上に保持されている（二点鎖線参照）。即ち、溝部３１６の開口部を接
合フランジ部３１４の接合面と同一面上に保持するために、第１タンク片３１０の左右方
向中央部が前方に窪むように絞られている。そして、溝部３１６の開口部が接合面となっ
ている。また、溝部３１６の上端が、図７、図１２等に示すように、連通管２０の接続管
２６を構成する横管部３１７に接続されている。
【００２５】
　横管部３１７は、図１１、図１２に示すように、第１タンク片３１０の壁部を貫通して
一定寸法だけ後方に突出している。そして、横管部３１７の突出部分に対して、図４に示
すように、連通管２０の連通管本体２２が接続されている。また、横管部３１７の前端開
放部は、図１１に示すように、溝部３１６の開口部と同様に接合フランジ部３１４のフラ
ンジ面と同一面上に保持されている（二点鎖線参照）。即ち、横管部３１７の前端開放部
が接合面となっている。
【００２６】
　第２タンク片３２０の内壁面には、図９、図１０等に示すように、第１タンク片３１０
の溝部３１６と横管部３１７とに対応する位置に蓋部３２６が上下方向に延びるように形
成されている。そして、蓋部３２６の接合面３２６ｃが第２タンク片３２０の接合フラン
ジ部３２４の接合面と同一面上に保持されている（二点鎖線参照）。即ち、第２タンク片
３２０の蓋部３２６の位置は、その蓋部３２６の接合面３２６ｃが第２タンク片３２０の
接合フランジ部３２４の接合面と同一面上になるように後方に絞られている。
【００２７】
　このため、第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面と第２タンク片３２０
の接合フランジ部３２４の接合面とが、図９、図１２等に示すように、前後から合わされ
ることで、第１タンク片３１０の溝部３１６の開口部（接合面）と横管部３１７の前端開
放部（接合面）とが第２タンク片３２０の蓋部３２６の接合面３２６ｃに合わせられるよ
うになる。そして、第１タンク片３１０の溝部３１６の開口部（接合面）、及び横管部３
１７の前端開放部（接合面）が第２タンク片３２０の蓋部３２６の接合面３２６ｃに接合
されることで、タンク本体部３００内にタンク内連通管２４が形成される。ここで、タン
ク内連通管２４の上端位置、即ち、接続管２６（横管部３１７）は、図４に示すように、
冷却水上側レベル線ＦＵＬＬよりも高い位置に設けられており、タンク内連通管２４の下
端位置は冷却水下側レベル線ＬＯＷよりも低い位置に設けられている。
【００２８】
＜タンク本体部３００の底部構造について＞
　第１タンク片３１０の底面Ｂｆには、図７、図８（図７のVIII-VIII平断面図）に示す
ように、タンク内連通管２４の溝部３１６の左側と右側とに第１立壁片３４１が形成され
ている。左右の第１立壁片３４１は、図８に示すように、第１タンク片３１０の内壁面と
共にタンク本体部３００の底面Ｂｆの位置にタンク内連通管２４の下端部が挿入される水
溜り部Ｔの後半分Ｔ１を形成するための壁である。左右の第１立壁片３４１は、第１タン
ク片３１０の内壁面からその第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面と同位
置まで前方に張り出すように設けられている。そして、左右の第１立壁片３４１の前端が
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溶着面３４１ｅとなっている。即ち、左右の第１立壁片３４１の溶着面３４１ｅは、第１
タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面と同一面上に保持されている（二点鎖線
参照）。また、左右の第１立壁片３４１は、図７に示すように、冷却水下側レベル線ＬＯ
Ｗより低い位置に設けられている。
【００２９】
　第２タンク片３２０の底面Ｂｆには、図８に示すように、第１タンク片３１０の左右の
第１立壁片３４１に対応する位置に左右の第２立壁片３４２が形成されている。左右の第
２立壁片３４２は、第２タンク片３２０の内壁面と共にタンク本体部３００の底面Ｂｆの
位置に水溜り部Ｔの前半分Ｔ２を形成するための壁である。左右の第２立壁片３４２は、
第２タンク片３２０の内壁面からその第２タンク片３２０の接合フランジ部３２４の接合
面と同位置まで後方に張り出すように設けられている。そして、左右の第２立壁片３４２
の後端が溶着面３４２ｅとなっている。即ち、左右の第２立壁片３４２の溶着面３４２ｅ
は、第２タンク片３２０の接合フランジ部３２４の接合面と同一面上に保持されている（
二点鎖線参照）。また、左右の第２立壁片３４２は、第１タンク片３１０の左右の第２立
壁片３４２と等しい高さ位置に設けられている。
【００３０】
　このため、第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面と第２タンク片３２０
の接合フランジ部３２４の接合面とが、図８に示すように、前後から合わされることで、
第１立壁片３４１の溶着面３４１ｅと第２立壁片３４２の溶着面３４２ｅとが合わせられ
る。そして、第１タンク片３１０の第１立壁片３４１の溶着面３４１ｅと第２タンク片３
２０の第２立壁片３４２の溶着面３４２ｅとが接合されることで、タンク本体部３００の
底面Ｂｆには、タンク内連通管２４の下端部が挿入される水溜り部Ｔが形成されるように
なる。
【００３１】
　また、第１タンク片３１０の内側には、図７に示すように、左右の第１立壁片３４１を
それぞれ跨ぐように左右の第１通路壁片３５０が設けられている。左右の第１通路壁片３
５０は、水溜り部Ｔ内と、その水溜り部Ｔ外（左側と右側）とを連通させる通路を形成す
るための壁である。左右の第１通路壁片３５０は、内側壁部３５１と天井壁部３５２と外
側壁部３５３とにより断面略逆Ｕ字形に形成されている。そして、第１通路壁片３５０の
内側壁部３５１の下端と底面Ｂｆ間に水溜り部Ｔ内の内開口３５１ｈが形成されており、
外側壁部３５３の下端と底面Ｂｆ間に水溜り部Ｔ外の外開口３５３ｈが形成されている。
【００３２】
　左右の第１通路壁片３５０は、図９、図１０に示すように、第１タンク片３１０の内壁
面からその第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面と同位置まで前方に張り
出すように設けられている。そして、左右の第１通路壁片３５０の前端が溶着面３５０ｅ
となっている。即ち、左右の第１通路壁片３５０の溶着面３５０ｅは、第１タンク片３１
０の接合フランジ部３１４の接合面と同一面上に保持されている（二点鎖線参照）。また
、左右の第１通路壁片３５０は、天井壁部３５２の高さ位置が冷却水下側レベル線ＬＯＷ
より低い位置となるように位置決めされている。
【００３３】
　第２タンク片３２０の内側には、図７に示すように、第１タンク片３１０の左右の第１
通路壁片３５０に対応する位置に左右の第２通路壁片３６０が形成されている。左右の第
２通路壁片３６０は、第１タンク片３１０の左右の第１通路壁片３５０と共に水溜り部Ｔ
内と、その水溜り部Ｔ外（左側と右側）とを連通させる通路を形成するための壁である。
左右の第２通路壁片３６０は、内側壁部３６１と天井壁部３６２と外側壁部３６３とによ
り断面略逆Ｕ字形に形成されており、内側壁部３６１の下端と底面Ｂｆ間に内開口（図番
省略）が形成されており、外側壁部３６３の下端と底面Ｂｆ間に外開口（図番省略）が形
成されている。
【００３４】
　左右の第２通路壁片３６０は、図９、図１０に示すように、第２タンク片３２０の内壁
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面からその第２タンク片３２０の接合フランジ部３２４の接合面と同位置まで後方に張り
出すように設けられている。そして、左右の第２通路壁片３６０の後端が溶着面３６０ｅ
となっている。即ち、左右の第２通路壁片３６０の溶着面３６０ｅは、第２タンク片３２
０の接合フランジ部３２４の接合面と同一面上に保持されている（二点鎖線参照）。
【００３５】
　このため、第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４の接合面と第２タンク片３２０
の接合フランジ部３２４の接合面とが、図９、図１０に示すように、前後から合わされる
ことで、第１通路壁片３５０の溶着面３５０ｅと第２通路壁片３６０の溶着面３６０ｅが
合わせられる。そして、第１タンク片３１０の第１通路壁片３５０の溶着面３５０ｅと第
２タンク片３２０の第２通路壁片３６０の溶着面３６０ｅとが接合されることで、タンク
本体部３００の底部Ｂｆの水溜り部Ｔ内と、その水溜り部Ｔ外とが略逆Ｕ字形の通路によ
り連通するようになる。
【００３６】
＜タンク本体部３００の製造について＞
　タンク本体部３００の製造では、先ず、射出成形機を使用して樹脂により第１タンク片
３１０と第２タンク片３２０とが成形される。次に、第１タンク片３１０と第２タンク片
３２０とが、例えば、熱板溶着される。熱板溶着では、第１タンク片３１０と第２タンク
片３２０との間に加熱した熱板（図示省略）を挟んで樹脂を溶融させ、前記熱板を除去し
た後、図８から図１１に示すように、第１タンク片３１０と第２タンク片３２０とを前後
から合わせて接合面を溶着させる。
【００３７】
　これにより、第１タンク片３１０と第２タンク片３２０との接合フランジ部３１４，３
２４が接合されてタンク本体部３００が形成される。また、第１タンク片３１０の溝部３
１６の開口部と横管部３１７の前端開放部とに第２タンク片の蓋部３２６の接合面３２６
ｃが接合されて、タンク内連通管２４が形成される。さらに、第１タンク片３１０の第１
立壁片３４１の溶着面３４１ｅと第２タンク片３２０の第２立壁片３４２の溶着面３４２
ｅとが接合されることで、タンク本体部３００の底面Ｂｆにタンク内連通管２４の下端部
が挿入される水溜り部Ｔが形成される。また、第１タンク片３１０の第１通路壁片３５０
の溶着面３５０ｅと第２タンク片３２０の第２通路壁片３６０の溶着面３６０ｅとが接合
されることで、水溜り部Ｔ内と水溜り部Ｔ外とを連通する断面略逆Ｕ字形の通路が形成さ
れる。
【００３８】
＜実施形態１で使用した用語と本発明の用語との対応について＞
　第１タンク片３１０が本発明の第１のタンク片に相当し、第２タンク片３２０が本発明
の第２のタンク片に相当する。また、第１タンク片３１０の接合フランジ部３１４が本発
明の第１のタンク片の縁部に相当し、第２タンク片３２０の接合フランジ部３２４が本発
明の第２のタンク片の縁部に相当する。さらに、第１、第２通路壁片３５０，３６０の内
側壁部３５１，３６１の下端と底面Ｂｆ間の内開口３５１ｈが本発明における通路の一方
の開口に相当し、第１、第２通路壁片３５０，３６０の外側壁部３５３，３６３の下端と
底面Ｂｆ間の外開口３５３ｈが本発明における通路の他方の開口に相当する。また、冷却
水下側レベル線ＬＯＷが本発明の下限レベル線に相当する。
【００３９】
＜実施形態に係るリザーブタンク３０の長所について＞
　本実施形態に係るリザーブタンク３０によると、タンク内連通管２４（連通管）の下端
部は、タンク本体部３００の底面Ｂｆの位置で第１、第２立壁片３４１，３４２（立壁）
に囲われた水溜り部Ｔに挿入されている。このため、例えば、車両旋回時の加速度の影響
で、図７に示すように、水溜り部Ｔ内の冷却水の液面レベルＬ１ｅ，Ｌ２ｅが傾いても、
これに起因する水溜り部Ｔ内の液面低下量は水溜り部Ｔがない場合の液面レベルＬ１，Ｌ
２の低下量と比べて十分に小さくなる。したがって、タンク内連通管２４の下端開口が液
面から露出し難くなる。
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　また、水溜り部Ｔ内と水溜り部Ｔ外とは、立壁３４１，３４２を跨ぐ通路によって連通
している。そして、通路の一方の開口３５１ｈが水溜り部Ｔ内の底面Ｂｆの位置に設けら
れており、通路の他方の開口３５３ｈが水溜り部Ｔの周囲の底面Ｂｆの位置に設けられて
いる。このため、水溜り部Ｔ内の冷却水が減少して液面が低下した場合でも、前記通路の
働きで水溜り部Ｔ外から水溜り部Ｔ内にサイフォン管の原理により冷却水が供給される。
即ち、タンク本体部３００の底部において水溜り部Ｔ内の液面レベルと水溜り部Ｔ外の液
面レベルとが等しい高さに保持される。したがって、水溜り部Ｔの周囲をタンク本体部３
００の容積として有効に利用できる。また、タンク本体部３００を第１タンク片３１０と
第２タンク片３２０とから構成することで、タンク本体部３００内に立壁３４１，３４２
に囲われた水溜り部Ｔと第１、第２通路壁３５０，３６０とを容易に形成できる。
【００４１】
＜変更例＞
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲における変更が可能である。例えば、本実施形態では、第１タンク片３１０の第１立壁
片３４１と内壁面とにより水溜り部Ｔの後半分Ｔ１を平面略角形に形成し、第２タンク片
３２０の第２立壁片３４２と内壁面とにより水溜り部Ｔの前半分Ｔ２を平面略角形に形成
する例を示した。しかし、第１タンク片３１０の第１立壁片３４１を平面半円状に形成し
て水溜り部Ｔの後半分Ｔ１を形成し、第２タンク片３２０の第２立壁片３４２を平面半円
状に形成して水溜り部Ｔの前半分Ｔ２を形成することも可能である。また、本実施形態で
は、第１タンク片３１０の第１通路壁片３５０と第２タンク片３２０の第２通路壁片３６
０とを断面略逆Ｕ字形に形成する例を示した。しかし、第１タンク片３１０の第１通路壁
片３５０と第２タンク片３２０の第２通路壁片３６０とを断面半円状に形成することも可
能である。また、本実施形態では、水溜り部Ｔの左右に通路壁片３５０，３６０を形成す
る例を示したが、タンク内連通管２４をタンク本体部３００とは別体のチューブ等から形
成することで、左右一方の通路壁片３５０，３６０を省略するが可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１０・・・・ラジエータ
２０・・・・連通管
２４・・・・タンク内連通管（連通管）
３０・・・・リザーブタンク
３００・・・タンク本体部
３１０・・・第１タンク片（第１のタンク片）
３１４・・・接合フランジ部（縁部）
３２０・・・第２タンク片（第２のタンク片）
３２４・・・接合フランジ部（縁部）
３４１・・・第１立壁片（立壁）
３４２・・・第２立壁片（立壁）
３５０・・・第１通路壁片
３５１ｈ・・内開口（通路の一方の開口）
３５３ｈ・・外開口（通路の他方の開口）
３６０・・・第２通路壁片
Ｔ・・・・・水溜り部
ＬＯＷ・・・冷却水下側レベル線（下限レベル線）
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